
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付

日
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政

策

金

融

公

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）
融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び娯
楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
〈特例〉賃上げ貸付利率特例制度の対象者は、創業後３ヶ月以上の事業者であって、
雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みが
ある事業者に限ります。

新
津
商
工
会
議
所

1.45％
※特例：0.95％
（当初２年間） 

日
本
政
策
金
融
公
庫

能　登　半　島　地　震
特 　 別 　 貸 　 付

各融資制度の
限度額に6,000
万円を加えた額

令和６年能登半島地震による被災によって生じた損害を復
旧するために必要な設備資金および運転資金。または災害
に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転
資金。

１５年以内
２０年以内

運転
設備

①被害証明書等の発行を受け
　た方
【3,000万円まで】
当初3年間：基準利率－0.9％
3年経過後：基準利率－0.5％
【3,000万円超】
基準利率－0.5％
②上記以外の方
各制度に定められた利率
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◆◆ 一人でも雇ったら、
        労働保険に必ず加入を ◆◆
～ 働くを守る。暮らしを守る。労働保険 ～

　労働者（パート、アルバイト等を含む）を 1人でも雇っている

事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入しなければなり

ません。

　労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の

安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設

けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことので

きない制度です。

　また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められ

ており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入

している必要があります。

　新潟労働局総務部　労働保険徴収課 (電話　025-288-3502)

　                       又は、

  お近くの労働基準監督署・公共職業安定所 ( ハローワーク )

自宅やオフィスから
法人市民税・事業所税の申告ができます

〈お問い合わせ・お申込先〉

    TEL 0250－22－0121 当所まで

(3) 2024.12.10 vol.885

ご愛読ありがとうございます

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL
FAX

0250（22）2015
0250（22）2050

㈱新潟日報サポート
新津支店

NIC新津


